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　公営住宅法に基づき、住宅に困っている低所得者等に対して安い家賃で住宅を提供
し、居住安定化を図るために実施している。
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　景気低迷により住宅に困っている低所得者に対して、安い家賃で住宅を提供する住
宅支援を行う必要がある。特に、高齢者の単身・夫婦のみ世帯、母子寡婦世帯が増加
傾向にあり、障害者世帯等を含めた生活弱者の支援が優先的に必要になっている。

支出（直接経費） 0 133,464

134,245

市長マニフェストの記載
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入居できる方は、次の①から④すべてに該当する方
 ① 上田市民若しくは上田市内で働いている方
 ② 持家がなく、住宅に困窮している方(所得の上限制限あり)
 ③ 市税等の滞納がない方　　　　④ 暴力団員でない方
■市営住宅(管理戸数)　42団地　1,870戸［内訳:資料１参照］

① 入居管理業務
　入居者募集、家賃決定・徴収、滞納整理、退去検査、管理全般、苦情処理　等
② 住宅管理業務
　住宅修繕、設備の保守点検、住環境整備　等

　国策として、低所得者を対象とする公営住宅の供給を計画的に推進するために公営
住宅法が制定された。この法律に基づき、地方公共団体は公営住宅を管理・運営して
いる。公営住宅制度も時代の変遷の中で、福祉的要素が強まってきているのが現状で
ある。

地域自治センターで実施（センター内決裁のみ） その他(

(単位：千円)

全体

市民生活部

住宅課

△180,092

260,860

19,062

133,464

184,946

業務委託

その他(

一般会計

継続 単年度 担当者(内線) 竹村
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公営住宅法、上田市営住宅等に関する条例

会計-款-項-目

昭和２６年実施

上田市住宅マスタープラン、上田市営住宅等ストック総合活用計画
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4 事業の効果を得るための活動計画・実績

5 活動実績による事業の効果

6 内部による事業仕分けの改革方針と取組状況

7 その他

③ 明渡訴訟の実施件数

指　標　名

①76 ①94

③3

実　績

③2

指　標　名

概要

① 定期募集件数

③ 明渡訴訟の実施件数

① 定期募集で一定の募集(各20戸程度)をかけることで、住宅に困っている方の入居希望
　に応えることができた。
③ 合併後初めて悪質滞納者に対する2件の明渡訴訟を行い、その絞込作業のなかで15件
　に催告し7件の一部納付若しくは納付誓約がとれた。強制退去により、真に必要として
　いる入居希望者への住宅提供ができた。

③2

平成21年度

来年度以降
の取組

平成19年度
事業仕分け

年度
導入目標

年度

① 定期募集で一定の募集(各20戸程度)をかけることで、住宅に困っている方の入居希望
　に応えることができた。
② 随時募集を実施したことにより、定期募集以外に11件の入居希望に応えることができた。
③ 悪質滞納者に対する2件の明渡訴訟を行い、その絞込作業のなかで16件に催告し8件の
　一部納付若しくは納付誓約がとれた。強制退去により、真に必要としている入居希望者
　への住宅提供ができた。

件

① 市営住宅の定期募集を年4回(3･6･9･12月)実施している。
② 緊急を要する入居希望者に市営住宅の提供ができるよう、平成21年度から年4回の定期募集
　の他に随時募集を実施している。
③ 入居者の公平性を担保するため、悪質滞納者に対する明渡訴訟を実施している。

③2② 随時募集件数

H22年度目標H20年度目標 H21年度目標単位
①80(各募集20戸)

②25 ②25

①80(各募集20戸)件

平成20年度

　高齢者世帯、母子寡婦世帯、障害者世帯、低所得者世帯などで住宅に困窮している
方の居住安定化が図れなくなる。

平成23年度

　平成21年度から長野・松本地方事務所管内の県営住宅が管理代行制度を導入、また平成
22年度からは上小地方事務所管内の県営住宅が管理代行制度を導入していることから、管
理代行制度の実質的な課題・問題点を洗い出すとともに、制度導入に係る費用対効果につ
いて検証していきたい。

特記事項
（留意事項等）

民間活力導入の手法
 ① 指定管理者制度(根拠法：地方自治法)…長野市、松本市
 ② 管理代行制度(根拠法：公営住宅法)…長野県(長野･松本･上小･諏訪地域)

①80(各募集20戸)

事業を廃止した
ときの影響

③2

単位 実　績 実　績

②現在までで14②22

①現在までで55

① 定期募集件数

同上

決定方針
　民間活力を導入している先進自治体を検証し、委託化及びその効果について検討し判
断、方向を決定する。

これまでの
取組状況

　これまでに、公営住宅の管理運営について、長野県住宅供給公社を指定管理者として業
務委託している長野市及び松本市の現状を確認した。また、県、上小地方事務所、住宅供
給公社に、それぞれの手法(制度)についてのレクチャーを受け、制度導入について検討を
進めてきた。

今年度の取組

② 随時募集件数

③3



8 再評価(行政改革推進室：評価の見直し・今後の方向性)

概　要

　公営住宅は法に基づく公共事業であるが、民間でもアパートなどの賃貸住宅があり、維
持管理等の管理運営面を、市が直接実施しなければならない必要性は低いと考える。

　手法については、業務委託、指定管理者、管理代行制度などが想定されるが、先進的事
例や非直営化による課題、効果を再度精査し、民間活力導入が可能か否か、検討を進める
必要がある。

再評価の視点 業務委託・指定管理者・管理代行制度の導入

実施目標年度 平成 24 年度 方向性 民間活力導入の方向性の検討

移管・譲渡 市民(自治会等)主体 庁内分権推進

拡大

他事業と統合 民間企業・NPO等主体 地域内分権推進

縮小 指定管理者化 期限の設定 施設･設備の改善

休止・廃止 委託･指定管理見直し 事業の効率化

市民協働の推進現状維持 非常勤職員化 歳入確保

受益者負担の見直し業務委託化 事業内容の見直し


